
特定子ども・子育て支援施設等の運営や施設等利用費について、特に注意いた
だきたい事項をお知らせします。



施設等利用費の支給に係る施設又は事業としての確認を受けた「特定子ども・
子育て支援施設等」の運営に当たっての注意事項です。
●日用品費、行事費、給食費、通園送迎費などの「特定費用」の支払いを受ける
場合、あらかじめ金銭の使途及び額並びに理由について書面により明らかにする
とともに、保護者に説明を行い、同意を得なければならないこと
●利用料及び特定費用を受領した際は領収証を交付しなければならないこと、ま
た、領収証には利用料と特定費用を区分して記載しなければならないこと
●保護者に対し、当該支払に係る「特定子ども・子育て支援提供証明書」を交付し
なければならないこと（預かり保育（一時預かり（幼稚園型）を除く）
以上についてご留意ください。
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預かり保育（一時預かり（幼稚園型））に係る施設等利用費の支給額は、「日額450
円×利用日数」（月額11,300円）が限度となります。
なお、特定費用（日用品費、行事費、給食費、通園送迎費など）は対象外となりま
す。

また、各特定子ども・子育て支援施設等における施設等利用費の額についても掲
載しますので参考にしてください。
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国の「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライ
ン」の概要です。
国の「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライ
ン」等を踏まえ、不適切な保育やあってはならない虐待の未然防止に努めてくださ
い。

国のガイドラインでは、保育所等（保育所、地域型保育事業所、認可外保育施設
及び認定こども園）における虐待とは、保育所等の職員が行う、①身体的虐待、②
性的虐待、③ネグレクト、④心理的虐待 のいずれかに該当する行為と明確化さ
れています。

また、保育実践の振り返りや、虐待等に該当するかどうかの確認など、保育所等
において取るべき対応が整理されています。

ガイドライン本文を確認し、不適切な保育やあってはならない虐待の未然防止に
努めてください。
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不適切な保育及び虐待の未然防止のため、１職員の負担軽減に資する運用上の
見直し等、２苦情等への誠実な対応、３青森市相談窓口の周知にもご注意くださ
い。
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子育て支援課に提出した設置届のうち、一定の事項に変更があった場合などは、
子育て支援課への届出・報告が必要です。忘れずに行うようお願いします。
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認可外保育施設の設置者及び施設の管理者の氏名等、一定の事項について、掲
示に加え、インターネットでの公開が義務化されています。
公開はここdeサーチ（子ども・子育て支援情報公表システム）に情報を登録するこ
とにより行います。
各施設の登録事項に変更がありましたら、変更の都度、子育て支援課にご連絡く
ださい。
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施設への掲示及びインターネット公開が必要な事項です。
このほか、開所曜日、施設の連絡先（電話番号、ファクス番号、メールアドレス）が
変わった際も、お知らせください。
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